




















































This letter of c01runittnent has been prepai℃d as one original, to which the Subscriber and the Company have 

affixed their)℃spective names and seals; the Company)℃tains the original, and the Subscriber 1℃tains a copy 

of the original. 

End 

Februa1y 13, 2026 

Subscriber Address: Maples Co1pomte Se1vices Limited, PO Box 309, Ugland 

House,G皿d Cayman, KYI-1104, Cayman Islands 

Name: Anson East Master Fund LP 

Rep1℃sentative Member: 

Amin Nathoo D此ctor of Co-Investment Advisor 上

The Company Address: Roppongi Hills Mori Tower l 6F, 6-10-1 Roppongi, 

Minato-ku, Tol<yo, Japan 

Name: Metaplanet Inc. 

Rep1℃sentative Member: 

Simon Gerovich Rep1℃sentative Di,℃ctor 



確  約  書 

Anson East Master Fund LP（以下「甲」という。）及び株式会社メタプラネット（以下「乙」という。）

は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）の定める上場規程第４２２条及び施行規則第２編第４

章第２節第２款の規定に基づき、甲が乙より割当を受け取得する２０２６年２月１３日割当予定の乙株式

1,149,800株（以下「本件株式」という。）に関し、以下のとおり確約する。 

第１条 甲は、本件株式の割当を受ける日である２０２６年２月１３日から２年間において、本件株式の全部

又は一部を譲渡した場合には、直ちに、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価

格、譲渡の理由、譲渡の方法等を、乙に書面により報告する。 

２ 乙は、甲が前項に掲げる期間において本件株式の譲渡を行った場合には、直ちに、甲の氏名及び住所並び

に当該譲渡の内容を東証に書面により報告する。 

３ 甲は、乙が前項に基づく報告を東証に行うこと及び東証が当該報告の内容を公衆の縦覧に供することに同

意する。 

第２条 甲は、前条第１項に規定する期間において、乙から請求を受けた場合には、法令に基づく振替口座簿

の写しなど、本件株式の所有状況について確認できる書面を乙に提示する。 

第３条 甲は、東証の定める上場規程第４２２条及び施行規則第２編第４章第２節第２款の規定の内容につい

て承知し、同規定の定めるところにより、東証に対して乙が負う義務を乙が履行するに当たり、乙が甲に

必要な協力を求めた場合には、これに誠実に対応することに同意する。 

第４条 甲は、乙が本確約の締結後直ちに東証にその写しを提出すること及び東証がこれを公衆の縦覧に供す

ることに同意する。 

以 上 

２０２６年２月１３日 

[日本語翻訳]



甲 （住  所） 

（名  称） Anson East Master Fund LP 

（代表者名） Amin Nathoo 

             Director of Co-Investment Advisor 

Maples Corporate Services Limited, PO Box 
309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, 
Cayman Islands 



乙 （住  所）東京都港区六本木六丁目１０番１号 

六本木ヒルズ森タワー１６階 

（名  称）株式会社メタプラネット 

（代表者名）サイモン・ゲロヴィッチ 





This letter of commit:111ent has been prepa1℃d as one original, to which the Subscriber and the Company have 

affixed theu- 1℃spective names and seals; the Company 1℃tains the original, and the Subscriber 1℃tains a copy 

of the original. 

End 

Februaiy 13, 2026 

Subscriber Address: Maples Co1pomte Se1vices Limited, PO Box 309, Ugland 

House, Grand Cayman, KY 1-1104, Cayman Islands 

Natne: Anson Inves血ents Master Fund LP 

Rep1℃sentative Member: 

Amin Nathoo D此ctor of Co-Investlnent Advisor 上

The Company Address: Roppongi Hills Mori Tower I 6F, 6-10-1 Roppongi, 

Minato-ku, Tokyo, Japan 

Name: Metaplanet Inc. 

Repl℃sentative Member: 

Sunon Gerovich Rep1℃sentative Dit℃ctor 



確  約  書 

Anson Investments Master Fund LP（以下「甲」という。）及び株式会社メタプラネット（以下「乙」とい

う。）は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）の定める上場規程第４２２条及び施行規則第２

編第４章第２節第２款の規定に基づき、甲が乙より割当を受け取得する２０２６年２月１３日割当予定の乙

株式 3,449,400 株（以下「本件株式」という。）に関し、以下のとおり確約する。 

第１条 甲は、本件株式の割当を受ける日である２０２６年２月１３日から２年間において、本件株式の全部

又は一部を譲渡した場合には、直ちに、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価

格、譲渡の理由、譲渡の方法等を、乙に書面により報告する。 

２ 乙は、甲が前項に掲げる期間において本件株式の譲渡を行った場合には、直ちに、甲の氏名及び住所並び

に当該譲渡の内容を東証に書面により報告する。 

３ 甲は、乙が前項に基づく報告を東証に行うこと及び東証が当該報告の内容を公衆の縦覧に供することに同

意する。 

第２条 甲は、前条第１項に規定する期間において、乙から請求を受けた場合には、法令に基づく振替口座簿

の写しなど、本件株式の所有状況について確認できる書面を乙に提示する。 

第３条 甲は、東証の定める上場規程第４２２条及び施行規則第２編第４章第２節第２款の規定の内容につい

て承知し、同規定の定めるところにより、東証に対して乙が負う義務を乙が履行するに当たり、乙が甲に

必要な協力を求めた場合には、これに誠実に対応することに同意する。 

第４条 甲は、乙が本確約の締結後直ちに東証にその写しを提出すること及び東証がこれを公衆の縦覧に供す

ることに同意する。 

以 上 

２０２６年２月１３日 

[日本語翻訳]



甲 （住  所）  Maples Corporate Services Limited, PO Box 
309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, 
Cayman Islands 

（名  称） Anson Investments Master Fund LP

（代表者名） Amin Nathoo 

Director of Co-Investment Advisor 



乙 （住  所）東京都港区六本木六丁目１０番１号 

六本木ヒルズ森タワー１６階 

（名  称）株式会社メタプラネット 

（代表者名）サイモン・ゲロヴィッチ 





Th is letter of committnent has been prepat℃d as one original, to which the Subscriber and the Company have 

affixed their 1℃spective names and seals; the Company 1℃tains the original, and the Subscriber 1℃tains a copy 

of the original. 

End 

Februaty 13, 2026 

Subscriber Address: Maples Cot-pomte Set-vices Limited, PO Box 309, Ugland 

House, Gmnd Cayman, KYl-1104, Cayman Islands 

Name: Anson Oppmtunities Master Fund LP 

Repl認sentative Member: 

Amin Nathoo Di1℃ctor of Co-Investment Advisor 上
The Company Address: Roppongi Hills Mori Tower l 6F, 6-10-1 Roppongi, 

Minato-lrn, Tolcyo, Japan 

Name: Metaplanet Inc. 

Repl℃sentative Member: 

Simon Gerovich Rep1℃sentative D此ctor



確  約  書 

　Anson Opportunities Master Fund LP（以下「甲」という。）及び株式会社メタプラネット（以下「乙」

という。）は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）の定める上場規程第４２２条及び施行規則

第２編第４章第２節第２款の規定に基づき、甲が乙より割当を受け取得する２０２６年２月１３日割当予定

の乙株式 1,533,100 株（以下「本件株式」という。）に関し、以下のとおり確約する。 

第１条 甲は、本件株式の割当を受ける日である２０２６年２月１３日から２年間において、本件株式の全部

又は一部を譲渡した場合には、直ちに、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価

格、譲渡の理由、譲渡の方法等を、乙に書面により報告する。 

２ 乙は、甲が前項に掲げる期間において本件株式の譲渡を行った場合には、直ちに、甲の氏名及び住所並び

に当該譲渡の内容を東証に書面により報告する。 

３ 甲は、乙が前項に基づく報告を東証に行うこと及び東証が当該報告の内容を公衆の縦覧に供することに同

意する。 

第２条 甲は、前条第１項に規定する期間において、乙から請求を受けた場合には、法令に基づく振替口座簿

の写しなど、本件株式の所有状況について確認できる書面を乙に提示する。 

第３条 甲は、東証の定める上場規程第４２２条及び施行規則第２編第４章第２節第２款の規定の内容につい

て承知し、同規定の定めるところにより、東証に対して乙が負う義務を乙が履行するに当たり、乙が甲に

必要な協力を求めた場合には、これに誠実に対応することに同意する。 

第４条 甲は、乙が本確約の締結後直ちに東証にその写しを提出すること及び東証がこれを公衆の縦覧に供す

ることに同意する。 

以 上 

２０２６年２月１３日 

[日本語翻訳]



甲 （住  所）  Maples Corporate Services Limited, PO Box 
309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, 
Cayman Islands 

（名  称） Anson Opportunities Master Fund LP 

（代表者名） Amin Nathoo 

Director of Co-Investment Advisor 



乙 （住  所）東京都港区六本木六丁目１０番１号 

六本木ヒルズ森タワー１６階 

（名  称）株式会社メタプラネット 

（代表者名）サイモン・ゲロヴィッチ 





Article 4 

The Subscriber consents (a) to the Company submitting to TSE a copy of this letter of commitment 

immediately after the execution thereof and (b) to TSE making this letter of commitment available for 

public inspection. 

This letter of commitment has been prepared as one original, to which the Subscriber and the Company 

have affixed their respective names and seals; the Company retains the original, and the Subscriber 

retains a copy of the original. 

Februaiy 13, 2026 

Subscriber 

End 

Address: 77 W. Wacker Drive, 7th Floor, Chicago, IL 6060 I 

Name: Alyeska Master Fund, L.P. 

Representative Member: 

Jason Bragg Chief Financial Officer 

／一

The Company Address: Roppongi Hills Mori Tower 16F, 6-10-1 Roppongi, 

Minato-ku, Tokyo, Japan 

Name: Metaplanet Inc. 

Representative Member: 

Simon Gerovich Representative Director 



確  約  書 

Alyeska Master Fund, L.P.（以下「甲」という。）及び株式会社メタプラネット（以下「乙」という。）

は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）の定める上場規程第４２２条及び施行規則第２編第４章

第２節第２款の規定に基づき、甲が乙より割当を受け取得する２０２６年２月１３日割当予定の乙株式 

24,529,000 株（以下「本件株式」という。）に関し、以下のとおり確約する。 

第１条 甲は、本件株式の割当を受ける日である２０２６年２月１３日から２年間において、本件株式の全部

又は一部を譲渡した場合には、直ちに、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、

譲渡の理由、譲渡の方法等を、乙に書面により報告する。 

２ 乙は、甲が前項に掲げる期間において本件株式の譲渡を行った場合には、直ちに、甲の氏名及び住所並び

に当該譲渡の内容を東証に書面により報告する。 

３ 甲は、乙が前項に基づく報告を東証に行うこと及び東証が当該報告の内容を公衆の縦覧に供することに同

意する。 

第２条 甲は、前条第１項に規定する期間において、乙から請求を受けた場合には、法令に基づく振替口座簿

の写しなど、本件株式の所有状況について確認できる書面を乙に提示する。 

第３条 甲は、東証の定める上場規程第４２２条及び施行規則第２編第４章第２節第２款の規定の内容につい

て承知し、同規定の定めるところにより、東証に対して乙が負う義務を乙が履行するに当たり、乙が甲に必

要な協力を求めた場合には、これに誠実に対応することに同意する。 

第４条 甲は、乙が本確約の締結後直ちに東証にその写しを提出すること及び東証がこれを公衆の縦覧に供す

ることに同意する。 

以 上 

２０２６年２月１３日 

[日本語翻訳]



甲 （住  所） 

（名  称） 

（代表者名） 

77 W. Wacker Drive, 7th Floor, Chicago, IL 
60601 Name: Alyeska Master Fund, L.P. 

Alyeska Master Fund, L.P. 

Jason Bragg 
Chief Financial Officer 



乙 （住  所）東京都港区六本木六丁目１０番１号 

六本木ヒルズ森タワー１６階 

（名  称）株式会社メタプラネット 

（代表者名）サイモン・ゲロヴィッチ 






















































